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令和３年度財政援助団体等監査の結果について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体

等監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により報告します。  
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財政援助団体監査報告書  

 

第１ 基準に準拠している旨  

 監査委員は、新見市監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠して監査を行った。 

 

第２ 監査の種類  

   財政援助団体等監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項

の規定による監査）  

 

第３ 監査の対象、実施場所及び日程  

期日  対象団体及び実施場所  所管部署  

令和 3 年 11 月 22 日 (月 ) 
合同会社バイオマスサプライ  

農林課  
ｔｅｔｔａ株式会社  

 

第４ 監査の着眼点及び主な実施方法  

   新見市が、令和２年度において財政援助等を行った各種団体のうちから対象団体

を抽出し、監査を実施した。  

   財政援助団体において、補助目的に沿って出納、その他の事務が適正に行われて

いるか、また、所管部署の役割として、財政援助団体等への指導監督が適切に行わ

れているかどうかに主眼を置き、それぞれ関係書類を調査・照合するとともに関係

者から説明を聴取し、現地調査を行った。  

 

第５ 監査対象団体の状況  

 １ 合同会社バイオマスサプライ  

区 分  内   容  

 補助団体の名称   合同会社バイオマスサプライ  

 補助金等の名称   農林畜産漁業創業支援奨励金  

 補助金交付額   ３０，０００，０００円  

 補助金対象事業費   当  初    １４０，０００，０００円  

 確  定    １１４，９４１，６００円  

 補助金算出根拠   償却資産の取得額に 100 分の 30 を乗じた額 

 （上限：3,000 万円）  

 補助金交付の目的   農林畜産漁業の操業を開始した企業への助成による農林畜産

漁業の振興  

 補助金根拠法令   新見市補助金等交付規則  

 新見市農林畜産漁業創業支援奨励金交付要綱  

 補助金交付手続き   補助金等交付申請日   令和  元  年１０月３０日  

 補助金等交付決定日   令和  元  年１０月３０日  

 実績報告提出日   令和  ３  年  ２  月  １  日  

 補助金等確定日   令和  ３  年  ２  月  ４  日  
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 補助金等交付日   令和  ３  年  ２  月１９日  

 補助団体の事業内容  木質バイオマス発電所の燃料となる木質チップの製造販売  

 補助の効果   事業者の負担軽減及び操業による雇用の創出  

 市補助金以外の財源  －  

 

 （１）会社構成及び従業員  

    合同会社： 代表社員 株式会社エヌディエス  

          従業員 ２０名  

 （２）事業費                       （単位：円、税抜）  

品 目  取得額 資産額  備 考  

 ﾁｯﾌﾟ製造設備  74,242,364 75,551,994 製造機切削刃切替工具

等を含めた資産  

 ﾁｯﾌﾟ新築工事 (給水設備 ) 950,000 43,561,107 資産名 [チップ棟 ]に含

まれる  

 ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾌｫﾜｰﾀﾞｰ 9,800,000 10,788,000 付属品を含めた資産  

 機器及び装置等  19,500,001 19,500,001  

 合計  税抜  104,492,365 149,401,102  

税込  114,941,600 164,341,212  

 補助金算出額  

［上限 3,000 万円］  

34,482,000   

  ※資産額は固定資産台帳への資産登録（資産名）毎に集計  

 

 ２ ｔｅｔｔａ株式会社  

区 分  内   容  

 補助団体の名称   ｔｅｔｔａ株式会社  

 補助金等の名称   ワイン用ぶどう苗木購入助成金  

 補助金交付額   １５６，０００円  

 補助金対象事業費   当  初    ３１３，３７９円  

 確  定    ３１３，３７９円  

 補助金算出根拠   補助対象事業費の１／２以内額  

 補助金交付の目的   ワインぶどう栽培事業者の負担軽減とワインの生産拡大  

 補助金根拠法令   新見市補助金等交付規則  

 新見市ワイン用ぶどう苗木購入助成金交付要綱  

 補助金交付手続き   補助金等交付申請日   令和  ２  年  ４  月  １  日  

 補助金等交付決定日   令和  ２  年  ４  月  １  日  

 実績報告提出日   令和  ２  年  ５  月  １  日  

 補助金等確定日   令和  ２  年  ５  月  １  日  

 補助金等交付日   令和  ２  年  ６  月１２日  
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 補助団体の事業内容  ワインの製造及び販売  

 補助の効果   苗木購入費助成による事業者の負担軽減及び栽培面積の拡大  

 市補助金以外の財源  －  

 

 （１）会社構成及び従業員  

    株式会社： 従業員 ９名  

 （２）収支精算書  

  ○収 入                         （単位：円、税込） 

区 分  予算（計画書）  決算（実績書）  備 考  

 市補助金  １５６，０００ １５６，０００  

 自己資金  １６２，０１１ １６２，０１１  

 合 計  ３１８，０１１ ３１８，０１１  

  ○支 出                         （単位：円、税込） 

区 分  予算（計画書）  決算（実績書）  備 考  

 事業費（補助対象分）  ３１３，３７９ ３１３，３７９ 苗代  

 事業費（補助対象外分）  ４，６３２ ４，６３２ 運賃  

 合 計  ３１８，０１１ ３１８，０１１  

 

第６ 監査の結果及び意見  

 １ 監査の結果  

  補助事業について出納、その他の書類について監査を行った結果、事業は目的に沿  

 ったものであり、出納書類も適正に執行されていると認められた。  

 ２ 意見  

（１）合同会社バイオマスサプライ  

   面積の８６．３％が山林を占める本市において、林業を生かした貴社参入による  

  加工場を整備することにより、雇用機会の創出や６次産業化推進に寄与されてい  

  る。今後一層の林業振興に尽力されることを期待する。  

   監査書類について、本市からの補助金の受入は、当該決算期の決算書（第５期）  

  において売上高ではなく、営業外収益の雑収入に計上するのが妥当ではないか。ま  

  た、固定資産台帳［明細書］の記帳において、補助金にて購入した物品のみで個別  

  に記帳するところを、付属品等と合算して記帳しているものが見受けられた。  

（２） ｔｅｔｔａ株式会社  

   ぶどうは本市における主要な特産物であり、ワイン用ぶどうの生産拡大はワイン  

  の更なるブランド化に繋がってゆく。監査対象年度の事業費は少額（苗２４７本）  

  であったが、助成金交付事業の平成２９年度開始からの苗総計は８，８３７本にお  

  よび、これから収穫を迎えるとのこと。今後とも、Ａ級グルメの一翼を担うことを  

  期待する。  


